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東海北陸自動車道４車線化の早期実現を求める意見書 

 

 東海北陸自動車道は、東海地方と北陸地方を直結し、中部圏の一体的発展を図る上で、

極めて重要な骨格的交通網であり、県境を越えた産業経済、文化交流の大動脈である。 

 平成２０年７月５日には、当市においても念願であった全線開通が成し遂げられ、これ

により交通量が倍増するとともに、県内外からの観光客が大幅に増加するなど様々な整備

効果を発揮しているところである。 

 一方、路線の約６割の区間は、未だ高速道路として不完全な暫定２車線区間であり、今

年のゴールデンウィークには４３キロメートルの大渋滞が発生するなど、観光シーズンや

休日を中心に交通渋滞が頻発しており、地域経済への影響が心配されている。 

 また、安全性の面からも、中央分離帯が無いことから、正面衝突事故など深刻な事故が

多発しており、特に全線開通した昨年７月から今年６月までには、開通前の１年間より約

２００件多い６００件の交通事故が発生し、抜本的な対策として、１日も早い４車線化が

必要となっている。 

 そうした中、この４月には、第４回国土開発幹線自動車道建設会議において、白鳥ＩＣ

～飛騨清見ＩＣ間の４車線化が承認され、国の１次補正予算により事業が採択されたとこ

ろであるが、平成２１年度補正予算の見直しで地方の意見を十分に聞くことなく事業が執

行停止されたことは誠に残念であり、地域の活性化や安全・安心の確保などが懸念される。 

 よって国におかれては、東海北陸自動車道白鳥ＩＣ～飛騨清見ＩＣ間の４車線化につい

て１日も早く事業が復活されるよう、次の事項について強く要望する。 

 

記 

 

１．平成２１年度１次補正で採択され、その後、執行停止された白鳥ＩＣ～飛騨清見ＩＣ

間の４車線化について、平成２２年度予算で復活すること。 

２．４車線化の実施にあたっては、地方の負担を極力少なくする措置を講ずること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２１年１２月１８日 

高 山 市 議 会 

 


